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政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよ

う努力すべきである。

一　介護保険制度の円滑な施行を図るため、新ゴー

ルドプランの確実な達成を図るとともに、早急に

介護保険事業計画等の策定に向けた準備に取り組

み、制度施行後においても、介護サービス基盤の

着実な充実が図られるよう、地方自治体が策定す

る介護保険事業計画の達成のための所要の支援措

置を講ずること。

二　介護保険法施行法に基づき在宅介護サービスに

係る経過的な給付水準を定める市町村について、

できる限り早期に全国標準的な給付水準の達成が

図られるよう、積極的な支援措置を講ずること。

三　在宅介護サービスについては、民間企業、農協、

生協、シルバー人材センター、ボランティア団体

等多様な事業主体の活用が図られるよう、事業者

の指定基準の設定やサービス提供方法の在り方等

において、配慮すること。

四　介護保険制度の施行に向け、社会的入院及び特

別養護老人ホームの入所待機者の解消を図るため、

長期入院や入所待機の実態の把握、適切なケアマ

ネジメントの方法、在宅サービスと均衡の取れた

施設整備の在り方等について具体的な方策を明ら

かにし、地方公共団体に対して適切な指導を行う

こと。

五　療養型病床群については、介護保険制度の円滑

な施行を図るため、適切な療養環境を確保しつつ

着実な整備を進めるため、介護力強化病院からの

転換の支援等所要の措置を講ずること。

六　法施行後における養護老人ホームの在り方につ

いては所要の検討を行うとともに、施行日前に特

別養護老人ホームに入所している者については、

法施行後も、その処遇が急激に変化することのな

いよう十分に配慮すること。

七　ホームヘルパー、介護支援専門員等介護サービ

スを担う人材の安定的な確保が図られるよう、民

間事業者の参入促進、潜在的な人材の掘り起こし、

適切な養成研修システムの確立及び介護報酬上の

評価等の措置を講ずること。

八　介護報酬の設定に当たっては、介護の困難度、

地域差、要介護度の改善への動機づけ等を勘案す

ること。

九　要介護認定業務については、介護保険制度の施

行までの間に十分な試行を行い、公平、公正な審

査判定基準の設定等に努めること。

十　第一号被保険者の保険料及び利用料に係る高額
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介護サービス費の設定に当たっては、低所得の高

齢者に対して配慮すること。

十一　介護保険施設等に対する補助金の公正な執行

を図るとともに、被保険者によるサービス選択と

いう介護保険の理念を実現するため、介護サービ

スに関する情報が、広く被保険者に提供されるよ

う配慮すること。あわせて、介護保険事業計画の

策定等に係る被保険者の意見の反映について適切

な方策を講じるよう、地方公共団体を指導するこ

と。

十二　国民健康保険団体連合会が実施する苦情処理

業務の運用に当たっては、被保険者が申し立てし

やすいように、身近な窓口での受付、申立ての方

法等に配慮すること。

十三　患者の立場や選択を尊重した医療情報の提供

の在り方について、さらに検討を加え、必要な措

置を講ずること。

十四　難病患者を含む若年障害者に対する介護サー

ビスについて、高齢者に対する介護保険給付を遜

色のないものとなるよう、障害者プランに基づき、

その拡充を図るとともに、その確実な達成のため、

障害者基本法に基づく市町村障害者計画が全ての

市町村で策定されるよう、地方公共団体に対して

適切な指導を行うこと。

十五　市町村による安定的な保険財政の運営及び円

滑な保険者事務の執行が行われるよう、市町村の

実情を踏まえた、適切な支援措置を講ずること。

十六　今後の高齢化の進展を踏まえ、社会保障構造

改革を進めるに当たっては、歳出の効率化を図る

とともに、その財源の在り方については、社会保

障の負担と経済活動との関係、国民負担全体の中

での直接税、間接税及び社会保険料の在り方、若

年層と高齢者層の負担の均衡、給付と負担の関係

の明確性、自己負担と公的支援の役割分担と連携

等を総合的に勘案し、検討を加えること。
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